
厚生労働大臣が定める掲示事項について 

 

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

指定医療機関等 

１ 生活保護法等指定医療機関 2 労災保険指定医療機関  

 

明細書発行体制加算 

当院では、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行

しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細

書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査・手術等の

名称が記載されます。 

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口までお申し出ください。 

 

夜間・早朝等加算 

厚生労働省の規定により診療時間内であっても、土曜日の 12： 00 以降に受付の方は夜間

早朝加算（50 点）が適応されます。 

 （窓口負担額は 1割負担 50 円、2割負担 100 円、3割負担 150 円） 

予約診療を受けられる方につきましても、上記時間の受付は同様に加算されます。 

ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

一般名処方加算 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医

薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとに

した一般名処方により処方箋を発行しております。一般名処方によって特定の医薬品の供

給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 

 

長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品）の選定療養について 

当院は後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでいます。令和 6年

１０月から後発医薬品（ジェネリック医薬品）があるお薬で、先発医薬品の処方を希望さ

れる場合は、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を選定療養として患者

様にお支払いいただきます。 

また、選定療養は保険給付ではないため、窓口負担がない公費を使用している方も、別

途料金が発生します。 

※当院は院外処方せんを発行しているため、選定療養は調剤薬局でのお支払いとなりま



す。 

詳しくは厚生労働省ホームページ 

後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養についてをご覧ください。 

 

医療情報取得加算 

当院はマイナンバーカードを用いて医療情報を取得できる体制を整備しております。マイナ

ンバーカードの利用や問診票等を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医

療の提供に努めています。 

国が定めた診療報酬算定要件に従い、マイナ保険証利用の有無に関わらず下記の通り診療

報酬点数を算定します。 

【初診】      1 点 ：  ：  ：   【再診】     1 点 

※再診時は３ヵ月に１回の算定となります。 

 

医療DX推進体制整備加算 

当院は医療DXを通じた質の高い診療情報を目指しております。 

オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等を活用して診療を実施してお

り、マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう

取り組んでおります。 

電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療 DX にかかる取組を実施し

てまいります。（※今後導入予定です。） 

 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

当院は厚生労働大臣が定めた医療従事者の人材確保や賃金改善を図る体制に関し、施設

基準を満たし届出しております。 

国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。 

【初診時】     6 点   【再診時】     2 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



コンタクトレンズ検査料 1 

コンタクトレンズ装用のために受診の方にかかる費用は下記のとおりです。  

初診料 291 点  

再診料 75 点  

明細書発行体制等加算 1 点 

コンタクトレンズ検査料 1 200 点 

コンタクトレンズ装用のための受診の方であっても、診療内容等により異なった診療費用を

算定する場合があります。 

コンタクトレンズ装用のために受診の場合、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定

されたことのある方の基本診療料は再診料を算定いたします。 

 

診療担当医師   方波見 隆史 ・ 丹羽  智恵   

眼科診療経験   １０年以上の眼科経験を有しております。 

 

短期滞在手術等基本料１ 

当院では短期滞在手術等基本料１に関する施設基準を満たし届出しております。 

日帰りで行われる特定の手術に対する体制が整備されています。 

対象手術 水晶体再建術（白内障手術） 翼状片手術（弁の移植を要するもの） 

     眼瞼下垂症手術（１．眼瞼挙筋前転法） 眼瞼下垂症手術（３．その他のもの） 

     眼瞼内反症手術（皮膚切開法） 

 

生活習慣病管理料２について 

 高血圧症、糖尿病および脂質異常症を主病として通院されている患者様ついては、血圧や

体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した

『療養計画書』を作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。 

初回時に：『療養計画書』への患者様の署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご

協力の程よろしくお願いいたします。 

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと２８日以上の長期処方を行う場合がございます。 

 

 

 



ニコチン依存症管理料（禁煙外来） 

当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポートをする禁煙

外来を予約制にて行っています。また、敷地内禁煙となりますのでご協力ください。 

 

がん治療連携指導料 

治療を受けられた病院で作成された治療計画に基づき、連携病院と退院後の治療や情報

提供の共有を行います。 

 

保険外負担に関する事項 

◆生命保険診断書              ￥5，500 

◆診断書（当院書式）            ￥3，300 

◆登園（校）許可証明書（当院書式）     ￥550（持参された用紙の場合は無料） 

 

【予防接種】 

◆帯状疱疹ワクチン（シングリックス）2回接種（一般） ￥25，000（１回） 

◆RSウイルスワクチン         ：   ： ￥30，000 

◆肺炎球菌（ニューモバックス）（一般）    ￥8，800 

     （プレベナー）    ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：   ￥11，000 

◆インフルエンザウイルスワクチン（一般） ： ： ： ￥3，500 

◆コロナウイルスワクチン（一般）： ： ： ： ： ： ： ： ：   ￥15，000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■個人情報の取り扱いについて 

 

個人情報の取得 

 当クリニックは患者様の健康の維持・増進を図るための最高の医療を提供するために 

必要な範囲においてのみ、個人情報を取得・利用・提供します。患者様に個人情報の提供

を お願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を掲示した上で特定した利用目的

の達成に必要な範囲を超えた“目的外利用”は行いません。 

 

個人情報の利用目的 

患者様が適切な医療や介護を受けられるために、その目的の達成に必要な事項を利用 

目的と致します。 

・他の医療機関（病院・薬局・介護サービス事業所等）との連携 

・他の医療機関等からの照会への回答 

・患者様の診療等をおこなうために、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

・ご家族・親族等への病状説明 

・検体検査業務等の業務委託 

上記以外で患者様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される 

場合を除き、その利用について、患者様の同意を頂くものとします。 

個人情報への不正アクセスや、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩の予防措置を講じ、

安全対策を実施いたします。 

当院で策定する個人情報に関する内部規定を随時見直し、継続的に改善を図ります。 

当院では、医療サービスを提供するにあたり、保険事務、検体検査業務、情報システム

管理（診療情報の電子保存）の一部を業務委託することがございます。 

業務委託をする際には、当院の定める基準を満たした安全な委託先を選定し、個人情報

保護に関する機密保持契約を締結した上で業務委託いたします。また、当院の委託した

患者様の個人情報保護や管理が適切に行われているかを管理・監督します。 

全職員、適切に個人情報が取扱われるように指導、監視いたします。 

積極的に情報開示を行い、苦情及び相談への対応を実施します。 

 

 

 


